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  地域活動基盤の確立 

○H18年 3月 

「丸亀市自治基本条例」制定 

○H19年 3月 

「信頼で築く丸亀市さわやか協働

推進条例」制定 

○順次、各コミュニティにおいて

「まちづくり計画」を策定 

○コミュニティセンターの自主的

運営を促すため「指定管理者制

度」を導入 

次のステップへ進む 

一つの手法として 

 

コミュニティ組織・活動を 

明確に位置づけ 
コミュニティ活動の活性化と 

地域の自立性の向上 

地域担当職員制度の導入 

（地域活動と行政運営の連動） 

全市的にコミュニティ組織が形成 


